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第2章  

2．1．一般原価調査  

一般原価調査は、部門別収支計算を行うために必要な各種データを収集し、最終   

的には入院、外来診療科別の収支計算を行うことを目的とした。  

一般原価調査の調査項目は以下のとおりである。  

No   調査項目   

口  収支計算ファイル   

2  レセプト・データもしくはE、F、Gファイル   

3  医師勤務に関する調査   

4  手術、検査、画像診断の実施場所に関する調査   

（調査手順）  

収支計算ファイル等を病院へ送付し、回収する。  

2．1．1．調査票  

2．1．1．1．収支計算ファイル  

部門設定、施設全体収支データ、直課項目（医業収益、給与費（医師を除く）、医   

薬品費）、基礎情報を得ることを目的とした。  

調査期間および調査対象は図表2－1のとおりである。  

図表2－1調査期間等  

項目   説明   

調査期間  平成17年10月の1ケ月間   
調査対象  当該病院全体の①医業収支および医業外収支、②部門情報、  

③基礎情報（医師数、看護師数、職員数、面積、給食食数）   

記入者等  事務部門責任者   
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第2章   

調査票一覧は図表2－2のとおりである。   

なお、平成16年度調査研究の結果を基に、直接計上情報の限定（②）、基礎情報項  

目の削減（物品払出し量、端末台数）を行った。  

図表2－2 調査票一覧  

＝T lヲ  ファイル     内容   
1  部門設定  入院部門  病棟名、使用可能病床数、延べ入院患  

者数、入院患者の診療科   

2  外来部門  外来診療科名、延べ外来患者数   

3  部門設定  入院・外来  基本診療科、病院独自の診療科   

（レセ対応）  

4  部門設定  中央診療部門  中央診療部門名、病院独自の部門名   

5  補助・管理部門  補助・管理部門名、病院独自の部門名   

6  施設全体収支データ  病院会計準則（改定版、平成16年8月）  

に沿った医業収益、医業費用、医業外  

収益および医業外費用のデータ   

1  直接計上   医業収益   入院部門、外来  直課項目（医業収益）（入院料収益、入  

情報（必須）  部門   院診療収益、室料差額収益、外来診療  

2  収益、保険査定減）       中央診療部門   

3  医業費用   入院部門、外来  直課項目（医業費用）（常勤および非常  

部門   勤について、看護職給、医療技術員給、  

4  事務員給、技能労務員給、医薬品費）       中央診療部門   

5  補助・管理部門   

1  直接計上  入院部門、外来部門  直課項目（任意）   

情報（任意）        ・2   中央診療部門   

－3  補助・管理部門   

－1  基礎情報（入院部門）  医師数、看護師数、職員数、面積、給  

－2  基礎情報（外来部門）   食食数  

・3  基礎情報（中央診療部門）   

－4  基礎情報（補助・管理部門）   
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2．1．1．2．レセプト■データもしくはE、F、Gファイル  

各種の収益・費用データを配賦するための係数を作成することを目的として、レセ   

プト・データまたはE、F、Gファイルを収集した。  

調査期間および調査対象は図表2－3のとおりである。  

図表2－3 調査期間等  

項目   説明   

調査期間  平成17年10月の1ケ月間   

調査対象  入院、外来患者全数（歯科を除く、医科の入院および外来）  

ただし、DPCコスト調査参加病院からは、E、F、Gファイルを収集  
し、他の病院からは、レセプト・データの「共通部分」および「摘要情報  

部分」を収集した。   

記入者等  事務部門責任者  

E、F、Gファイルは、『「DPC導入の影響評価」に係るレセプトデータダウンロ  

ード方式によるレセプト情報データ収集について』（第4版厚生労働省保険局医療  

課）に基づく電子データファイルである。   

これらは、『診断群分類を活用した医療サービスのコスト推計に関する調査研究（D  

PCコスト調査研究）』（以下、DPCコスト調査とする）に参加している病院から収  

集した。   

収集したレセプト・データおよびE、F、Gファイルは、個人情報保護の観点から、  

調査協力病院において、 以下の項目を匿名化した。  

図表2－4 匿名化対象項目一覧  

データ種類   匿名化対象項目一覧   

レセプト・データ   「医療機関コード」、「医療機関名称」、「レセプト番号」、  

「氏名」「男女区分」、「生年月日」、「カルテ番号」   

E、F、Gファイル   「氏名」、「カルテ番号等」、「保険者番号」、「被保険者  

証等の記号」、「被保険者証等の番号」、「老人医療 受  

給者番号」、「公費負担医療 受給者番号」   
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2．1．1．3．医師勤務に関する調査   

部門別収支計算において、医師給与費を各部門に計上するための係数を得ることを   

日用勺とした。   

調査期間および調査対象は図表2－5のとおりである。  

図表2－5 調査期間等  

説明   

調査期間  方法1、2：平成17年12月もしくは平成18年1月の1週間  

方法3：平成17年10月の1ケ月間   

調査対象  当該病院に勤務する全ての医師（常勤・非常勤を問わない）   

記入者等  医師、事務部門責任者、もしくは医師所属部署責任者（調査方法に依る）  項目  

調査は、医師が7日間の勤務実態を30分単位で毎日記入する「方法1」、方法1の  

うち、一部を事務部門責任者が記入する「方法2」、診療科別医師・歯科医師勤務比  

率を医師所属部署責任者が記入する「方法3」、の3つの方法を設けた。   

これらのうち、いずれかを病院ごとに選択し、調査を実施した。   

それぞれの方法は図表2－6のとおりである。   

また、医師勤務に関する調査について、精度を維持しつつ簡便な手法を開発する目  

的で、比較調査を行った。   

調査にあたっては、3つの方法を同州の病院にて同時期に実施した。  

図表2－6 調査票一覧  

内容   項目     担当者  

査方法   

勤務時間に関する調査   

■こ下記の方法のうちいずれかを実施）  

7日間の勤務実態（勤務場所と勤務時間）を30分単位で毎日記   
入する。また、入院患者1回当たりの平均回診時間、同平均処  

方法1  
医師  

する。  

病棟業務、手術、検査、および画像診断のそれぞれに投入した   
医師    時間の1日合計値を7日分記入する。さらに、記入する医師個  
人の職階等も記入する。  

方法2                外来勤務時間、会議時間、院外活動時間の1日合計値を7日分   
事務部門責    記入する。また、入院患者について病棟×診療科別に当該医師  

が主治医として担当する患者数、治療を担当する患者数を各々  任者  
記入する。  

診療科別医師・歯科医師勤務比率とする。   医師所属部  
方法3        DPCコスト調査調査票Aおよび病棟別情報を用いる。   署責任者   

1職階等：研修医、経験年数10年未満、経験年数10年以上、医長、診療科長、診療部長、院長  
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2．1．1．4．手術、検査、画像診断の実施場所に関する調査  

医科診療報酬点数表 特掲診療料「K：手術」、「D：検査」および「E：画像診断」   

の各診療行為の実施場所を把握することを目的とした。  

調査期間および調査対象は図表2－7のとおりである。  

図表2－7 調査期間等  

項目   説明   

調査期間  平成17年10月の1ケ月間   

調査対象  手術、検査および画像診断に関する診療行為   

記入者等  事務部門責任者  

レセプト・データもしくはE、F、Gファイルを集計後、病院個別の集計結果を反  

映した調査シートを用いて調査を実施した。  
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2．1．2．部門別収支計算の方法  

2．1．2．1．部門別収支計算処理のながれ  

本調査研究卜王入院部門、外来部門の各言手樽科を最終集計単位とし、部門別収支計算   

を行／）た。  

部門別収支計算処理〝）ながれは図表コR〔／）とj、ぅりである 

図表2－8 調査結果、部門別収支計算処理、および計算結果の関係  

特徴原価調査  
三田査票  

話痺拍別個支喜十覧ほ果（三次自己賊子皇）  

処王璽の荒れ   
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部門別収支計算は、（1）部門設定、（2）階梯式配賦の順で行った。  

（1）部門設定   

部門設定は、病院独自の部門と、部門別収支計算で扱う部門を対応させることである。   

調査班から病院へ、部門設定基準を提示し、調査票へ記入を依頼した。   

部門設定基準は、図表2－9のとおりである。  

図表2－9 部門設定基準  

部門別収支計算によ 部門設定基準  

る部門名称  内容   具体例   

入院  入院病棟   北一階病棟、南二階病棟   

外来（外来診療室）  外来診療を実施している部署   内科、呼吸器科・・・   

中  主に手術を担当している部署   手術室  

央  主に検査を担当している部署   検査室、中央材料重、病理細胞診断料、腹部  

診 療  エコー室  

部 門  主に画像診断を二担当している部署   放射線科、CT室  

リハビリテ  リハビリテーション科  

ーン／ヨン′   

薬剤   主に調剤等を担当している部署   薬局、薬剤部  

人工透析   主に人工透析を担当している部署   透析室  

栄養   主に栄養管理を担当している部署   栄養科、栄養管】型室  

主に地域連携を担当している部署   地域医療連携室※診療報酬の「在宅医療」  
地域連携  

に関わる部門  

上記以外で入院、外来患者共通に医療サ  

ービスを提供する部署。ただし、当該部  

その他  
署の収益、費用が貴院の損益計算書に計  

上されている場合のみ記入。   

補  主に医療事務を担当している部署   診療受付、診察料会計、診療報酬の請求  

助  主に資材の調達・管理事務を担当してい  
支  

管  る部署   

理   
主に診療行為から発生する診療情報につ  

情報管理  いて、電算処理を用いた管理事務を担当  

している部署   

主に庶務・企画・人事関係の事務を担当し  事務文書管理、病院事業の企画、職員の人事・  

運  総務       営  ている部署   給与管理  
管  

理  主に病院施設の保守・管理事務を担当し  建物・機械等の保守・管理、電気・ガス・水道の  
施設管理  

ている部署   管理  

図書室   主に図書の管理事務を担当している部署  図書室  

上記のいずれにも該当しない部署。ただ  

その他  し、当該部署の収益、費用が貴院の損益  

計算書に計上されている場合のみ記入⊃   
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（2）階梯式配貝武   

階陣式配賦は、一次計l二、二次配賦、三次配賦♂）ニー／つ♂〕段階から構成される。   

具体的には、病院を・構成Lている各部門（例：病棟、外来診療室、手術室、総務課）を入院  

部門、外来部門、中央診療部門、補助・管理部門の4つの部門に振り分けた－   

そ西安、病院にかかろサービスを提供している補助・管理部門か「）順番にその他♂）部門に段  

階的に配賦を行い、収支計算を行った、，   

各段階の概要は、以下のとおりである。  

（手 山次計上  

病院を構成L／ている各部門を入院部門、外来部門、中央診療部門の⊥4部F】別二分類し、それ   

ぞれの部門で発生Lた収益、費用を計上するステッナぐある．〕  

e）二次配賦  

－～次計上の段階で補助・管理部門に計上された費用を医業収益が発生している入院部門、   

外来部門、中央診療部門に階棉配賦するステ、ソナであるり  

〔さ∃）三次配賦  

中央診療部門に～次計上されノた収益、費剛、ならびに二次配賦の段階で補助・管理部門か   

ら二【い央診療部門に階梯配賦された費用を入院部門、外来部門〃）診療科こ配賦するステップで   

ある〔）   

図表2－10 階梯式配賦イメージ  

く一課計上う  

以下斗別当こ順益、登用を封上すも。  

内  外    手  捜   

入院喜汗弓   外来含紺『    中央孟号俸  田              面’ 箆    1寸  科   循  責  i≡ 即1   

く二相頭武＞  

禦抱音量モ即の責新入禰耶、外来椚摘；狩附1  

1り   



第2章  

2．1．2．2．部門別収支計算の方法  

（1）一次計上の方法  

一次計上は、調査票および、収集データを基に、損益計算書へ計上し、診療科別収支表を得   

ることである。  

医業収益のうち、入院料収益、入院診療収益、室料差額、外来診療収益、保険査定減は、該   

当部門へ直課する。  

他の医業収益の勘定科目は、計上基準に則り、入院部門、外来部門、中央診療部門に計上す   

る。  

医業費用は、給与費（医師を除く）と医薬品費のみ当該部門に直課する。  

なお、直課されなかった勘定科目は、勘定科目別に設定された計上基準に則り計上される。  

勘定科目ごとの計上基準は図表2－12となる。  

図表2－12における「計上基準」列の内容は、図表2－11のとおりである。  

ただし、計上基準名が“直課＿” で始まるものは、各部門への直課を表す。  

また、“一一括計上＿”で始まるものは、該当部門への全額計上を表す。  

図表2－11計上基準名の説明  

No   計上基準名  
説明  

範囲   比率に用いる値   

ロ  レセ基本及び特掲点数比2  入院および外来のレセ  基本診療科点数と特掲診療科点  

プト   数の合計   

2  レセ基本点数比  基本診療科㌧た数の合計   

3  レセ材料り烹数比  特定器材価格の合計   

4  レセ特掲点数比  特掲診療科点数の合計   

5  レセ薬剤点数比  医薬品金額の合計   

6  延べ患者数比   収支計算ファイル（Dの  

患者数   

7  所属別医師勤務時間比   医師勤務に関する調査  医師の勤務時間の合計   

8  所属別職員数比   収支計算ファイル（む   職員数の合計   

9  所属別面積比  面積   

10  病床数比   収支計算ファイル（∋   病床数の合計   

田  （職員給金額比）   収支計算ファイル②   職員給金額2   

2（『常勤医師給』＋『常勤看護師給』＋『常勤技能労務員給』＋『常勤事務員職給L］＋『非常勤医師給』  

＋『非常勤看護師給』＋『非常勤技能労務員給』＋『非常勤事務員給』）の合計  
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図表2－12 一次計上基準  ‾」W¶ 】  
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買2章  

（2）二次配賦の方法   

二次配賦は、補助・管理部門に一次計上された医業費用、医業外収益および医業外  

費用について、入院、外来、中央診療部門へ配賦することである。   

具体的には、補助・管理部門を診療支援系および運営管理系に大別し、それぞれに  

含まれる部門（部署）に一次計上された値を費目別に以下の基準に基づき配賦する。  

図表2－13 二次配賦の基準  

補助・管理部門  

科目  診療支援系  運営管理系  

医事  用度  情報管理   総務   施設管理   図書室   

給与費   職員数比率  面積比率  医師数比率  
委託費  

医  延べ患者数比率  延べ患者数比率  

業  職員数比率  面積比率  医師数比率  
費  

用  （材料費＋  

費税等負担額  委託費）比  

本部費配貝武額  職員数比率   

医業外収益  職員数比率  

医業外費用  職員数比率  
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（3）三次配賦の方法   

三次配頼は、中央診療部門の医業収支および医業外収支を、入院、外来部門に配賦することである。   

具体的には、中央診療部門に一一一次計上、二次配賦時点で計Lされた値を勘定科目別に以下の基準に基づき配賦する。  

図表2－14 三次配賦基準（全体）  

科甘′ ・・t・′；憲こ此＝  

手術  枚套 酪動離針 サ汀 ミ寮射 大王通報※二、′：‥  、二（‥：1、；ニ牒碧寅 地廟闇沌ト   
医芦噸諺  入鞍収益 K手箱＿SI点訳比  D検査＿SI′阜右奥比  E画像喜享断＿SI卓甜  H州ヒ～リテーシ〕ン＿Sl  F投薬－SI展観比  JO38人工腎瞞－SI  食事療養費・  封旨導管ヲ空相、  

殊女鹿箪十本ふ  卓雛比  点敲比   標準色担辞  

キわ鹿町医業飯森 S王．阜蔓史とヒ   Sl／与妄史比  

む－・去iき  

画  ≠ 材料費）×実施件  責・材料費）×  蹄・材料費ノ ×実施   貴妄文比  員紋比   ほ準負担儲  C在宅貴書云‡暗・指導  

声  碍食環呵掛買㍗‡ 妄文   実施件緋   件緋   H川ヒリトション＿SI  F投棄＿S！卓敬比  JO38人工腎臆＿Sl  ＿SI′阜妄賀比   S工員妄努比  

卓、紋比  卓紋比   

線惑榔緋許十  HリJltこ〃－ション＿TO   

匿癒蒲紙器馬偏品曹  属酌比   与芸文比  

給与習十 等価條古史（手術・  等価條妄女（緩  等価倖雛（画像喜ぎ  Hゾハトリテしショノ＿Si  F投棄＿SL阜如比  Je38人工腎指し封  
1J⊥い 

r 給与費〉×実施件   点雛比  阜雛比  

鋲   実施件封   件親  

宮  延べ鼻音鋲比  

諾 委喜モ膏）×実施件   

草   実施件納   

保守義託数 

給嵩善法替 
浦滞委託費 

キ㊥触感藁紙賛 K手術＿Sl阜芸文比  Ⅰ）検査＿SI′卓紋比  E画像亘‡巨月＿Sl風紋比  

設績盟藩脊三≧ゞ （三次配零式基準（喜塁惰閲ほ曹）春張）  

細輔脾猷巌率霊 K手術＿TO卓妄址ヒ  D検査＿T□．卓妄女比  E画像三雲折＿TO卓露址ヒ  
K手術＿TO卓毒蛇ヒ  p椎茸＿TO卓看文比  E画像孟；旨月＿TO貴雛比  

控幽惣外渚螢往事員戎  （千村斗曹＋委三毛菅）比  

本部惣配l茶事 瑞貝故比辛   

医案外収益 冊貝雛比率   

腋  冊員数比辛   

（柱）表中の“点数”は、診療報酬点数を指す。また、S旧診横行為、IYは医薬品、TOは特定保険医療材料を表す。   
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第2章   

「手術」、「検査」、もしくは「画像診断」部門については、特殊原価調査結果から  

導出した等価係数を診療行為別実施回数に乗じてこれを配貝武係数とし、診療科別に、  

該当する勘定科目の費用を配賦する。  

図表2－15 三次配賦基準（手術、検査、画像診断部門）  
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（4）診療科について   

収支計算における診療科は、図表2－16のとおりとした。  

図表2－16 診療科別収支計算に用いた診療科一覧  

診療科コード  診療科別収支計算に用いた  

コード   診療科名   診療科   備考  

01   内科   内科  

02   精神科   精神・神経科  

03   神経科   神経科  

04   神経内科  神経科に含めた   

05   呼吸器科   呼吸器科  

06   消化器科   消化器科  

07   胃腸科  消化器科に含めた   

08   循環器科   循環器科  

09   小児科   小児科  

10   外科   外科  

11   整形外科   整形外科  

12   形成外科   形成・美容外科  

13   美容外科  形成・美容外科に含めた   

14  脳神経外科   脳神経外科  

15   呼吸器外科   呼吸器外科  

16   心臓血管外科   心臓血管外科  

17   小児外科   小児外科  

18   皮膚ひ尿器科  使用しない   

19   皮膚科   皮膚科  

20   ひ尿器科   ひ尿器科  

21   性病科  使用しない   

22   こう門科   こう門科  

23   産婦人科   産婦人科  

24   産科   産科  

25   婦人科   婦人科  

26   眼科   眼科  

27   耳鼻いんこう科   耳鼻いんこう・気管食道科  

28   気管食道科  耳鼻いんこう・気管食道  

科に含めた   

29   （欠）  

30   放射線科   放射線科  

31   麻酔科   麻酔科  

32   （欠）  

33   心療内科  内科に含めた   

34   アレルギー科   アレルギー科  

35   リウマチ科   リウマチ科  
36   リハビリテーション科   リハビリテーション科  
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2．2．特殊原価調査  

特殊原価調査は、手術、検査、画像診断部門で実施されたサービスについて種類別   

に給与費、材料費、設備関係費といった資源投入量を把握することを目的に実施した。  

本調査研究では、特殊原価調査を通じて作成されたサービス種類別の資源投入量の   

換算値を等価係数とした。  

等価係数は、一般原価調査の三次配賦の際に中央診療部門に属している手術、検査、   

画像診断部門に計上されていた費用を入院部門、外来部門に再配賦する際に配賦基準   

（係数）として用いる。  

調査期間および調査対象は、図表2－17のとおりである。  

図表2t17 調査期間等  

項目   説明   

調査期間  平成17年10月診療月分   

調査対象  手術部門、検査部門および画像診断部門   

記入者等  手術部門、検査部門および画像診断部門の責任者等  

特殊原価調査は、一次調査と二次調査で構成されており、それぞれ以下の項目につ  

いてデータ収集した。   

一次調査では、手術に関するデータ、給与費および薬剤・材料費に関するデータ、  

外部に委託している検査に関するデータ、設備関係費に関するデータを収集した。   

ただし、設備関係費に関するデータは、医療機器を対象とした。   

二次調査では、一次調査で収集したデータを基に、院内で実施している検査に関す  

るデータ、画像診断に関わるデータ、診療行為医療機器対応等のデータを調査した。   

また、一次調査で収集した医療機器データを基に、診療行為医療機器対応等のデー  

タについても収集した。  
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2．2．1．調査票  

2．2．1．1．一次調査  

一次調査で収集したデータの内容は、図表2－18のとおりである。（平成16年度調   

査協力病院については、「設備関係費に関するデータ」のみ）  

一次調査では、調査票は設けず、各病院から直接提供可能なデータを収集した。  

図表2－18 一次調査収集データ一覧  

データ種Bり   データソース   データ内容   

関与医師数（麻酔医除く）、執刀時間  

手術台帳  関与麻酔医数、麻酔時間  

手術に関する  
関与看護師数  

デ・一夕  レセプト・データ  

もしくはE、Fフア  

イル   医療保険請求薬剤・特定保険医療材料の点数  

その他   ※医療保険請求外薬剤・材料の使用量   

給与費および薬  従業員情報（給与等）   医師平均時給、看護師平均時給、麻酔医平均時   

剤・材料費に関する  給  
データ  購買情報   薬剤・材料購入価格   

外注検査定価表   

外注会社の価格表    る検査に関するデ  ※診療報酬点数区分Dコードとの対応関係を   

示したもの   

医療機器名、購入金額（千円）、購入年月日（年）、  

固定資産台帳  
法定耐用年数（年）、償却年数（年）、残存価格  

（千円）、減価償却費（千円）、年間使用回数、  
設備関係費に関す  

使用場所  
るデータ  

外部に委託してい           一夕  医療機器名、年間器機賃借料（千円）、年間修  

リース台帳  繕費（千円）、年間器機保守料（千円）、年間使  

用回数、使用場所   

2．2．1．2．二次調査  

二次調査で収集したデータの内容は、図表2－19のとおりである。  

国表2－19 二次調査収集データ一覧  

データ種別   データ内容   

内で実施している検査に関する  標準的な関与スタッフ数  

・一夕  職種別・標準的な1回当たりの検査時間   

像診断に関わるデータ   
標準的な関与スタッフ数  

職種別・標準的な1回当たりの画像診断時間   

療行為医療機器対応等のデータ   使用機器毎の診療行為および平均的使用時間   
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2．2．2．等価係数計算方法  

等価係数は、給与費、材料費、設備関係費についてそれぞれ作成した。   

検査については、院外検査の場合は、給与費、材料費、設備関係費を合わせた資源投   

入量の比率を等価係数とした。  

また、院内で実施される検査の場合は、給与費、材料費、設備関係費ごとに等価係   

数を作成した。  

図表2－20 等価係数の種類  

部門  等価係数の種類   

手術部門  給与費等価係数、材料費等価係数、設備関係費等価係数   

院外検査  等価係数（給与費＋材料費＋設備関係費）  

検査部門       院内検査  給与費等価係数、材料費等価係数、設備関係費等価係数   
画像診断部門  給与費等価係数、材料費等価係数、設備関係費等価係数   

2．2．2．1，等価係数の計算式  

当該病院、当該部門で実施されたサービスについて「サービスの1回当たり費用」を   

算出後、特定の「サービスの1回当たり費用」を1．00とし、他の「サービスの1回当た   

り費用」との比を算出した。この値を等価係数とした。  

ただし、当該部門で実施されたサービスは、手術部門では、手術サービス（Kコー   

ド）、検査部門では、検査サービス（Dコード）、画像診断部門では、画像診断サービ   

ス（Eコード）のみとした。（カツコ内は、診療報酬点数表における部を表す。）  

また、サービス1回当たりの費用は、給与費、材料費、設備関係費に分けて等価係   

数を導出した。  

図表2－21等価係数イメージ  

1回当たり給与費  

等価†熟女  

10一○00円  1．00           Aサービス  

Bサービス  20′000円  2．00  

1回当たり材料費  Aサービス  3．000円  1．00  

l回当たり≡量朋係膏  Bサービス  卸0円  0．10  

Cサービス  已000円  0．10  

回当たり醐菅  

回当たり…鋸捕係争  

画像宣告師部門1回当たりサービス  

善用  
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部門別費目別サービス1回当たりの費用の計算方法は以下のとおりである。  

（1）手術部門  

（ア）手術部門・給与費  

例：KOO5（皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部））サービスの1回当たり給与費  

＝（KOO5サービスに医師 が関与する平均的な1回当たり執刀時間  X医師時給）  
（KOO5サービスに量蓮堕が関与する平均的な1回当たり手術時間作lx畳護塵時給）  

（KOO5サービスに麻酔医が関与する平均的な1回当たり麻酔時間  ×麻酔医時給）  

＋
 
＋
 
＋
 
 

（注1）手術時間は、入室から退室までの時間である。   

（イ）手術部門・材料費  

例：KOO5（皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部））サービスの1回当たり材料費  

＝ （KOO5サービスに1回当たり使用した請求薬剤費 ＋ 特定保険医療材料費）  

（ウ）手術部門・設備関係費  

例：KOO5（皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部））サービスの1回当たり設備関係費  

＝（KOO5サービス1回当たり医療用器械備品減価償却費注1）  

＋（KOO5サービス1回当たり医療用器械備品賃借料注2）  

＋（KOO5サービス1回当たり医療用器械備品修繕費注2）  

＋（KOO5サービス1回当たり医療用器械備品保守料注2）  

＋（KOO5サービス1回当たり器機設備保険料注2）  

（注1）KOO5サービス1回当たり医療用器械備品減価償却費は、以下の2長那皆に分けて算出される。  

①医療機器別サービス別医療用器械備品減価償却費割合の算出   

A医療機器について、KOO5サービスに割振るA医療機器の医療用器械備品減価償却費を「サービス  

別換算医療用器械備品減価償却費（A・KOO5）」とする。この場合、「サービス別換算医療用器械備品  

減価償却費（A・KOO5）」は以下の式で算出される。  

（サービス別換算医療用器械備品減価償却費（A・KOO5））  

＝ A医療機器の医療用器械備品減価償却費÷KOO5サービスの実施回数  

×［（KOO5サービスの実施回数）×（KOO5サービスにおけるA医療機器の平均使用時間）  

÷（∑A医鵬器を使用しているす．くて…＿ビス（あるサービスの実施回数）  

×（あるサービスにおけるA医療機器の平均使用時間））］  

②KOO5サービス1回当たりの医療用器械備品減価償却費の算出   

①を用いて、サービス別減価償却費割合は以下の計算式で導出される。  

（KOO5サービス1回当たり医療用器械備品減価償却費）  

＝∑K。。5サービスにて使用している全ての医梱器  
サービス別換算医療用器械備品減価償却費（（ある医療機器）・KOO5）  

KOO5サ←ビス1回当たりの医療用器械備品賃借料、医療用器械備品修繕費、医療用器械備品保  （注2）   

守料、器機設備保険料は注1の医療用器械備品減価償却費と同様に算出される。ただし、計算式は、  

注1における医療用器械備品減価償却費をそれぞれの費目に読み替える。  
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第2章  

（2）検査部門  

（ア）検査部門・給与費等価係数  

例：DOO了（血液化学検査）サービスの1回当たり給与費  
＝（DOO7サービスに藍壁 が関与する平均的な1回当たり検査時間 × 星野寺給）   

＋（DOO7サービスに畳連座 が関与する平均的な1回当たり検査時間 × 董蓮昼時給）  

＋（DOO7サービスに検査技師が関与する平均的な1回当たり検査時間 × 検李技師時給）  
＋ ・・・  

（イ）検査部門・材料費等価係数  

例：DOO7（血液化学検査）サービスの1回当たり材料費  

＝ （DOO7サービスに1回当たり使用した特定保険医療材料費）   

※ただし、検体検査については外部委託先の定価表を用いて等価係数とした。  

（ウ）検査部門・設備関係費等価係数  

例：DOO7（血液化学検査）サービスの1回当たり設備関係費  

＝（DOO7サービス1回当たりの医療用器械備品減価償却費注1）  

＋（DOO7サービス1回当たりの医療用器械備品賃借料注2）  

＋（DOO7サービス1回当たりの医療用器械備品修繕費注2）  

＋（DOO7サービス1回当たりの医療用器械備品保守料注2）  

＋（DOO7サービス1回当たりの器機設備保険料注2）  

（注1）DOO7サービス1回当たりの医療用器械備品減価償却費は、以下の2段階に分けて算出される。  

①医療機器別サービス別医療用器械備品減価償却費割合の算出  

A医療機器について、DOO7サービスに割振るA医療機器の医療用器械備品減価償却費を「サービ   

ス別換算医療用器械備品減価償却費（A・DOO7）」とする。この場合、「サービス別換算医療用器械   

備品減価償却費（A・DOO7）」は以下の式で算出される。  

（サービス別換算医療用器械備品減価償却費（A・DOO7））  

＝ A医療機器の医療用器械備品減価償却費÷DOO7サービスの実施回数  

×［（DOO7サービスの実施回数）  

×（DOO7サービスにおけるA医療機器の平均使用時間平均実施時間）  

（あるサービスの実施回数）  （∑A医療職器を使用しているすべてのサ＿ビス   

×（あるサービスにおけるA医療機器の平均使用時間））］  

②DOO7サービス1回当たりの医療用器械備品減価償却費の算出   

①を用いて、サービス別医療用器械備品減価償却費割合は以下の計算式で導出される。  

（DOO7サービス1回当たり医療用器械備品減価償却費）   

＝∑。。。7サービスにて使用している全ての医相調（サービス別換算医療用器械備品減価償却費（（ある医療機   
墨）・DOO7）  

（注2）DOO7サービス1回当たりの医療用器械備品賃借料、医療用器械備品修繕費、医療用器械備品  

保守料、器機設備保険料は、注1の医療用器械備品減価償却費と同様に算出される。ただし、計算式  
は、注1における減価償却費をそれぞれの費目に読み替える。  
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第2章  

（3）画像診断部門  

（ア）画像診断部門・給与費等価係数  

例：EOOl（写真診断）の1回当たり給与費   

＝（EOOlサービスに墜塵  が関与する平均的な1回当たり画像診断時間 × 匿匝時給）   

＋（EOOlサービスに畳蓮担  が関与する平均的な1回当たり画像診断時間 × 畳蓮堕時給）   

＋（EOOlサービスに診療放射線技師が関与する平均的な1回当たり画像診断時間  

× 診療放射線技師時給）   

＋・・・  

（イ）画像診断部門・材料費等価係数  

例：EOOl（写真診断）サービスの1回当たり材料費   

＝ （EOOlサービスに1回当たり使用した特定保険医療材料費 ＋ 同薬剤費）  

一（ウ）画像診断部門・設備関係費等価係数  

例：EOOl（写真診断）サービスの1回当たり設備関係費  

＝（EOOlサービス1回当たりの医療用器械備品減価償却費酎）  

＋（EOOlサービス1回当たりの医療用器械備品賃借料往2）  

＋（EOOlサービス1回当たりの医療用器械備品修繕費注2）  

＋（EOOlサービス1回当たりの医療用器械備品保守料往2）  

＋（EOOlサービス1回当たりの器機設備保険料注2）  

（注1）EOOlサービス1回当たりの医療用器械備品減価償却費は以下の2段階に分けて算出される。  

①医療機器別サービス別医療用器械備品減価償却費割合の算出  
A医療機器について、EOOlサービスに割振るA医療機器の医療用器械備品減価償却費を「サービ   

ス別換算医療用器械備品減価償却費（A・EOOl）」とする。この場合、「サービス別換算医療用器械   

備品減価償却費（A・EOOl）」は以下の式で算出される。  

（サービス別換算医療用器械備品減価償却費（A・EOOl））  

＝ A医療機器の医療用器械備品減価償却費÷EOOlサービスの実施回数  

×［（EOOlサービスの実施回数）×（EOOlサービスにおけるA医療機器の平均使用時間）  

÷（∑ A医梱器を朗しているすべてのサービス（あるサービスの実施回数）  

×（あるサービスにおけるA医療機器の平均使用時間）1］  

②EOOlサービス1回当たりの医療用器械備品減価償却費の算出  

①を用いて、サービス別医療用器械備品減価償却費割合は以下の計算式で導出される。  

（EOOlサービス1回当たり医療用器械備品減価償却費）   

＝∑E。。．サ＿ビスにて酬している全ての醐機器（サービス別換算医療用器械備品減価償却費（（ある医療機   

器）・EOOl）  

（注2）EOOlサービス1回当たりの医療用器械備品賃借料、医療用器械備品修繕費、医療用器械備品  

保守料、器機設備保険料は、注lの医療用器械備品減価償却費と同様に算出される。ただし、計算式  
は、注1における医療用器械備品減価償却費をそれぞれの費目に読み替える。  
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